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安全管理委員会より 

 ５月８日以降新型コロナウイルス感染症の対応では法的な関与がなくなりました。 

会員の皆さま方の日常生活においても気持ちにゆとりができてきたのではないでしょうか。 

 さて、令和５年の新年度にあたり、令和元年から令和４年度までに発生した事故件数をまと

めてみました。安全管理員会の年度の活動目標として「発生件数、前年度の半減」を掲げてま

いりました。しかし、この目標達成はできませんでした。傷害事故については、令和元年度６

件、２年度５件、３年度６件、４年度７件発生し、賠償事故についても令和元年度２件、２年

度４件、３年度３件、４年度１件が発生しております。 

安全管理委員会においても、コロナ禍の中で、事故防止に対する十分な活動ができなかった

こともありますが、私たちの「加齢による体力の低下」及び「ルール違反」がおもな原因であ

り、安全な行動（就業）に対する意識が不足していたと感じます。また、発生事故に対して、

原因究明・再発防止対策など対象職群と安全管理委員会がどのように関わり、連携していくか、

今後の課題であると思っております。 

今年度は「転倒・転落事故及び熱中症予防を徹底しよう」を重点活動目標としております。 

「熱中症予防講習会」「転倒予防講習会」などを計画していますので、会員皆さま方の積極的な

参加をお願いいたします。 
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植木剪定及び伐採作業 
日時：令和５年５月１８日（木） 9：00～10：30 植木班グループ 川野辺リーダー以下４名 

巡回先：東大和市湖畔 個人宅 

巡回メンバー：中原安全管理委員長（記録）、尾又委員、鈴木委員、事務局：関田主事 合計 4名 

評価事項  

１．基本指摘内容及び観察指摘内容 

① 安全就業基準書不携帯 

② その他項目については良好であった。 

２．作業内容で良かった点及び悪かった点 

１）良かった点：切り落とした枝葉や伐採した樹木などは、ブルーシート上に集めてあり整理され 

ている。 

２）悪かった点：使用後のチエーンソーは電源線がつながったまま植え込みの中に放置されている 

３）脚立が家屋の壁に立てかけてある。その場で修正した。 

安全管理委員会から今回の安全就業パトロールの改善点について 

・伐採作業で上部切断時切断部分の大きさにより、切断部分をロープなどで吊るすことも考慮したい。 

 また、切り離し時は、チエーンソー作業者から、切り離し部分保持者に合図をしてほしい。 

・休憩終了後の作業開始時には、声掛けを行い一斉に作業にかかるようにしたい。 

※植木班会員からの声 

 安全帯について：当センターの指定で、2丁掛け安全帯を貸与されているが、植木剪定及び伐採作業 

 には非常に使いづらい。今後、事務局と協議をしていくとのことです。 

作業現場の写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全就業パトロール報告  

川野辺リーダーへの聞き取り 植え込みの中に置かれた、 

使用後のチエーンソー  
電動トリマーによる剪定作業 

6 月 8 日よりシルバー人材センタ

ー建物南側倉庫横に災害救援ベンダ

ー（自動販売機）を設置いたしまし

た。日常は通常の自動販売機ですが、

災害時で災害対策本部が設置され、

避難場所が開設された場合におい

て、人的操作で自販機の商品を取り

出し、無償で利用することができま

す。今年の夏も暑くなりそうです。水

分補給等に是非ご利用ください。 

飲料自動販売機設置場所略図 

脚
立
置
き
場 

シルバー人材センター 

実 

習 

室 

自販機設置場所 

災害救援ベンダー（飲料自動販売機）設置のお知らせ 
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提出者の受診率

提出者のうち就業者受診率

健康診断受診調査提出率

会員総数

575名

提出者数
443名 77.0％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和５年７月３日（月） ９：３０～ 

場 所：シルバー人材センター 1階会議室 

講 師：大塚製薬（株）より派遣 

対 象：除草班・植木班・駐輪指導班・屋外清掃班  

今年度は屋外作業の職群を対象とさせていただきました。 

健康診断受診調査につきまして、集計結果がまとまりましたのでご報告いたします。 

提出にご協力いただきありがとうございました。 

実施内容 

・令和５年５月末日現在の会員に対し、健康診断受診調査を実施。 

・令和４年４月１日から令和５年３月３１日の間に受診されたか否かを問いました。 

評価 

１．提出者中の就業者の受診率は９１.７％と昨年度以上の高率を維持しました。 

２．安全就業基準にもあるように、健康検診はすすんで受けなければなりません。 

常に健康の維持管理に努めてください。 

未提出者数 

１３２名 23.．0％ 

未受診 

40 名 9.0％ 

受診した 

342 名 91.7％ 

未受診 

31 名 8.3％ 

健康維持のため、気をつけていること 

1 食生活 189 名 42.6％ 

2 運動 97 名 21.9% 

3 生活のリズム 72 名 16.3% 

4 睡眠 49 名 11.0% 

5 特になし 21 名 4.7% 

6 趣味 4 名 1.0% 

7 その他 11 名 2.5% 

８ 提出者合計 ４４３名 １００％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年度 熱中症予防講習会開催のお知らせ 

受診した 

403 名 91.0％ 

提出者数 

４４３名 

該当者 

３７３名 
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自転車はヘルメットをかぶって安全利用を!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 自転車は車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 

② 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

③ 夜間はライトを点灯 

④ 飲酒運転は禁止 

⑤ ヘルメットを着用 

 2023年 4月 1日の改正道路交通法の施行により、すべての自転車利用者はヘルメット

着用に努めなければなりません。 

 警視庁の令和 4年度の統計データによると、自転車死亡事故の約 5 割以上が高齢者、 

約 8 割が交差点で発生しています。 

 また、自転車死亡事故の約 8 割が頭部に致命傷を受けている状況にあり、ヘル 

メットを正しく着用することで、死亡事故は１／４に低減できると言われています。 

 自転車乗車時には、ヘルメットを正しく着用し、安全に運転しましょう。 

「自転車安全利用五則」が改訂されましたので、改めて確認してみてください。 

 

危険予知訓練（ＫＹＴ）イラスト 回答 


